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会
に
、
施
設
で
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

は
チ
ー
ム
ケ
ア
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識

し
、
施
設
長
を
含
め
た
全
て
の
職
員
が

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
過
程
の
、
ど
の
部

分
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
認
識
し
、
意

識
を
共
有
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
を
実
施
し
や
す
い
体
制
の
整
備
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
施
設
業
務
に
携
わ

る
全
て
の
職
員
に
対
し
て
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
意
味
を
理
解
す
る
O
J
T

の
機
会
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

居
宅
ケ
ア
マ
ネ
研
修
か
ら

〈
専
任
・
兼
任
は
五
割
〉

　

居
宅
ケ
ア
マ
ネ
の
専
任
、
兼
任
の
割

合
は
五
割
で
あ
り
、
受
講
者
が
担
当
す

る
利
用
者
数
の
平
均
は
三
十
九
・
七
人

で
、
人
員
に
関
す
る
基
準
（
五
十
人
）

以
上
を
担
当
し
て
い
る
者
は
、
約
四
割

（
最
高
百
二
十
人
、最
低
二
人
）で
し
た
。

　

一
方
、
受
講
者
の
多
く
が
、「
責
任
あ

る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
施
で
き
る

の
は
三
十
人
ま
で
」
と
答
え
て
い
る
こ

と
か
ら
、
約
六
割
以
上
が
、
自
身
の
許

容
範
囲
を
超
え
る
と
思
わ
れ
る
数
の
ケ

ー
ス
を
担
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

〈
積
極
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
困
難
〉

　

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
過
程
の
実
施
状

況
で
は
、
新
規
に
お
け
る
訪
問
面
接
、

ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
原

案
作
成
に
つ
い
て
は
、
八
割
以
上
が

「
出
来
て
い
る
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
検
証
）
及

び
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
評
価
）
に
つ
い

て
は
、
五
割
以
上
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者

会
議
の
開
催
に
至
っ
て
は
、
九
割
が

「
出
来
て
い
な
い
」
と
答
え
て
お
り
、

居
宅
ケ
ア
マ
ネ
本
来
の
機
能
が
十
分
発

揮
で
き
な
い
状
況
が
浮
き
彫
り
と
な
っ

て
い
ま
す
。

〈
研
修
の
特
徴
と
実
施
状
況
〉

　

各
受
講
者
が
現
在
実
施
し
て
い
る
、

訪
問
面
接
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
プ
ラ
ン

原
案
作
成
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
再
作
成
と
い
っ
た
、

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
過
程
の
達
成

状
況
を
自
己
分
析
し
た
上
で
、
共
通
す

る
業
務
の
困
難
性
や
地
域
、
制
度
上
の

現
状
課
題
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
各
受
講
者
の
担
当
ケ
ー
ス

を
持
ち
よ
り
、
研
修
受
講
期
間
中
に
積

極
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
、
地
域
ブ
ロ

ッ
ク
ご
と
に
実
施
し
ま
し
た
。

〈
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
必
要
性
〉

　

受
講
者
は
、
演
習
で
展
開
し
た
積
極

的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
、
居
宅
ケ
ア
マ

ネ
の
業
務
を
改
め
て
意
識
し
、
連
携
す

る
チ
ー
ム
ケ
ア
の
重
要
性
を
実
感
し
た

よ
う
で
す
。
利
用
者
の
自
立
支
援
に
向

け
た
支
援
を
、
組
織
的
に
担
保
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者

会
議
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
と
い
う
反

応
も
あ
り
ま
し
た
。

合
、三
割
減
算
と
な
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

画
一
的
な
居
宅
介
護
支
援
費
の
設
定

は
、
ケ
ア
マ
ネ
業
務
を
阻
害
し
、
前
述

し
た
問
題
点
の
解
決
に
結
び
つ
き
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
困
難
ケ
ー
ス
の
抱
え
込

み
、
膨
大
か
つ
緻
密
な
事
務
量
の
中
で

は
、
利
用
者
本
位
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
を
実
施
す
る
た
め
の
有
効
な
手
立
て

に
も
な
り
に
く
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う

な
状
況
を
鑑
み
な
が
ら
、
サ
ー
ビ
ス
担

当
者
会
議
な
ど
に
係
る
費
用
等
の
再
検

討
や
問
題
が
多
岐
に
渡
る
困
難
ケ
ー
ス

に
つ
い
て
は
、
地
域
ケ
ア
会
議
等
の
体

系
化
や
相
談
体
制
の
充
実
等
、
社
会
資

源
を
利
用
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築

し
て
い
く
こ
と
が
、
早
急
の
課
題
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
受
講
者
の
間
か
ら
は
、
職
場

の
声
を
生
か
し
た
新
し
い
様
式
（
ケ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
過
程
を
効
率
的
に
記

録
で
き
、
ケ
ア
マ
ネ
固
有
の
行
動
が
捉

え
や
す
い
形
）
の
考
案
と
、
そ
れ
を
社

会
的
に
広
め
て
い
く
必
要
性
を
強
く
切

望
す
る
声
が
あ
り
ま
し
た
。

　

現
場
で
日
々
奮
闘
す
る
ケ
ア
マ
ネ
が

新
し
い
発
想
と
実
績
で
、
利
用
者
の
自

立
支
援
に
む
け
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
実
施
し
て
い
く
こ
と
、
そ
の
た
め
の

条
件
整
備
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
む
け

て
、
本
会
で
は
継
続
的
な
課
題
提
起
と

研
修
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

（
研
修
研
究
課
）

利
用
者
主
体
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
向
け
て

　

本
年
四
月
の
、
介
護
報
酬
単
位
の
見

直
し
で
、
居
宅
介
護
支
援
費
は
、
要
介

護
度
に
応
じ
た
評
価
を
廃
止
し
一
本

化
、
多
種
類
サ
ー
ビ
ス
利
用
プ
ラ
ン
に

つ
い
て
は
加
算
が
用
意
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
一
定
の
要
件
（
①
居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
を
利
用
者
に
交
付
、
②
一
月

に
一
回
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
、
③
三

カ
月
に
一
回
実
施
状
況
の
結
果
を
記

録
、
④
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
開
催

等
に
よ
り
計
画
内
容
を
担
当
者
か
ら
意

見
を
求
め
る
等
）が
満
た
さ
れ
な
い
場

介護支援専門員現任研修カリキュラム

施設系居宅系

・ケアマネジメント実施状況調査（自己分析）事前調査

・介護保険制度論
・利用者の権利擁護と苦情解決１日目

・ケアマネジメント概念を
共有する
・記録の書き方

・ケアマネジメント概念
を共有する

・モニタリング方法論
２日目

・自らの利用者に対して
積極的モニタリング
（約１ヶ月）

自己実習

・ケアマネジメントを効果
的に行うための組織とは

・モニタリング実践論
・ケアマネ業務課題分析３日目


